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令和２年３月６日（金）　午後１時30分～ ３時30分

「働き方改革における労働時間管理について 他」

03 3685 5702 03 5609 1665

世界文化遺産・国宝姫路城（兵庫県姫路市）、法隆寺（奈良県生駒郡） 編集部（石上）撮影
国宝姫路城は平成5年12月、奈良の法隆寺とともに、日本で初の世界文化遺産となりました。
現在指定されている世界遺産は、エジプトのピラミッド、フランスのベルサイユ宮殿、中国の万里の長城など芸術的価値や
時代を象徴するものばかりで、姫路城は17世紀初頭の日本の城郭建築を代表する史跡建造物としての評価を得ました。
 （カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）

法隆寺
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東
京
都
溶
接
協
会
（
横
田
文
雄

会
長
）
で
は
令
和
二
年
三
月
十
四

日
に
第
六
十
回
溶
接
技
術
競
技
会

を
開
催
し
、
手
溶
接
と
半
自
動
溶

接
の
総
合
優
勝
者
を
東
京
都
代
表

と
し
て
次
回
の
全
国
溶
接
競
技
会

に
派
遣
す
る
。

　

溶
接
作
業
に
従
事
し
挑
戦
意
欲

の
あ
る
出
場
希
望
者
、
自
社
の
溶

接
技
術
水
準
を
確
認
し
た
い
管
理

者
・
経
営
者
の
方
は
、
是
非
選
手

を
派
遣
し
て
く
だ
さ
い
。

　

第
六
十
六
回
全
国
溶
接
競
技
会

は
十
月
十
七
・
十
八
日
の
両
日
、

三
重
県
四
日
市
市
の
ポ
リ
テ
ク
セ

ン
タ
ー
四
日
市
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

◇ 

本
大
会
の
申
込
み
と
参
加
資
料

の
請
求
は
左
記
事
務
局
ま
で
。

前回の競技風景

来賓挨拶
厚生労働省　増岡副主任中央産業安全専門官

選手宣誓　五十嵐工業㈱ 鈴木真澄さん

一
般
社
団
法
人

東
京
都
溶
接
協
会

TEL
０
３
│
３
６
８
５
│
５
４
４
８

第51回  クレーン運転及び玉掛け技能競技全国大会

2020年 5月22日㈮
公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会　福島事務所
〒963-0547 郡山市喜久田町卸 3-39

（写真は第50回全国大会風景）

《お問い合わせ》公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会　教育部
〒136-0071　江東区亀戸6-41-20　機缶健保会館　TEL：03-3684-5551

※大会詳細について　2020年3月1日㈰より協会ホームページ
　　　　　　　　　　「全国競技大会について」で掲載いたします。
　　　　　　　　　　【協会ホームページ】http://www.bcsa.or.jp

溶 接 競 技 会

“東京都代表へチャレンジ”

【 第60回溶接技術競技会　概要 】
●競技課題： 両部門とも薄板（4.5㎜）立向き（上進）Ｉ形で支給、形状はＩ形、Ⅴ形、

レ形可。中板（9.0㎜）横向きⅤ形。

●競技方法： ①競技時間は両部門とも45分以内で、練習、仮付け、清掃を含む。
　　　　　　 ② 薄板の溶接方向は上進のみ。最終層は多パス可。中板の溶接方向は

左進、右進でも可。
　　　　　　③ 薄板・中板とも、スカラップ付邪魔板を取付けた状態で溶接する。

●審査項目：①外観試験　　②放射線透過試験　　③曲げ試験
　　　　　　④不安全状態及び不安全行為　　⑤違反行為

第57回ボイラー溶接士 溶接技能競技全国大会 公益社団法人 ボイラ･クレーン安全協会

　当協会主催、日刊工業新聞社協賛
の第57回ボイラー溶接士溶接技能
競技全国大会が１月17日、東京都
江東区の産学協同センターで開催さ
れた。
　22事業場から代表選手34名が参
加し、外観、競技時間、不安全行為
などの審査をした。２月７日の曲げ・
Ｘ線審査後に入賞者を決定する。
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〈介護休業と介護休業給付〉
〈介護休業制度〉
　介護休業は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に定められた制度です。事業主は要件を満たした
労働者の介護休業の申出を拒むことはできません。ただし、労使協定で次のような定めをした場合は拒否することができます。
　①その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
　②�その他介護休業をすることができないとすることについて合理的な理由があると認められる労働者（申出の日から93日以内に雇用関

係が終了することが明らかな労働者、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者）

〈有期雇用契約者について〉
　有期雇用労働者は、無期雇用者の要件に加え、介護休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、介護休
業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新
後のもの）が満了することが明らかではないことが必要です。

〈対象となる介護対象の要件〉
　次の1.�及び2.�を満たす必要があります。
　1.���負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護（歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供

与すること）を必要とする状態にある家族（次のいずれかに限る）を、介護するための休業であること。
　2.���被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業で

あること。
　介護の対象者とは、被保険者の「配偶者（事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む）」「父母（養父母を含む）」「子（養子を含む）「配
偶者の父母（養父母を含む）」�「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」となります。

〈介護休業の申出〉
　次の事項を記載した介護休業申出書を事業主に提出しなければなりません。事業主は事実確認のため、労働者に対して対象家族が要介
護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることができます。
　①申出の年月日　②労働者の氏名　③申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄　④申出に係る対象家族が要介護状態にあること
　⑤休業を開始しようとする日及び休業を終了しようとする日　⑥申出に係る対象家族についてのこれまでの介護休業日数

〈介護休業給付〉
　介護休業をして賃金が受けられなくなった場合、一定の要件に合致した雇用保険の被保険者に対して介護休業休が支給されます。
　介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月（過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方は基本手当の受
給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る。）が12か月以上ある方が支給の対象となります。
　給付金を受けるためには、介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、就
業している日数が各支給単位期間（1か月ごとの期間）ごとに10日以下であること。（休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業してい
る日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。）の要件を満たす必要があります。
　「2週間以上にわたり常時介護が必要な状態」とは、介護休業の対象となる期間ではなく、あくまでも対象家族が常時介護を必要とする
期間をいうものであり、その期間中には病院等への入院や他の介護者による介護が行われ、被保険者本人が介護休業を取得する必要がな
い可能性もあります。このため2週間未満の介護休業を取得した場合でも、介護休業給付を受給することも可能です。

〈支給額〉
　介護休業給付の各支給対象期間（1か月）ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%となります。
　「賃金日額」は「休業開始時賃金月額証明書（票）」に記載された、介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。

〈複数回支給〉
　過去に介護休業給付金を受けたことがある同一の対象家族について、要介護状態が異なることにより、再度介護休業を取得した場合も
給付金の対象となります。ただし、同一家族について3回まで、支給日数は通算で93日までが限度となります。

〈支給手続き〉
　事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業開始時賃金月額証明書を、支給申請書を提出する日
までに事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。支給申請書の提出は各介護休業終了日（介護休業が3か月を経
過したときは介護休業開始日から3か月経過した日）の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。�
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講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL　http://www.bcsa.or.jp
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三
月
二
十
二
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日
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溶
接
協
会

　

◦
四
月
四
日（
土
）　　
　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
四
月
五
日（
日
）　　
　

東
京
都
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接
協
会

予
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◦
五
月
九
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土
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東
京
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接
協
会
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五
月
十
日（
日
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東
京
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協
会

　

◦
五
月
十
六
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城
東
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業
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力
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◦
六
月
十
三
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東
京
都
溶
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協
会
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十
四
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日
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溶
接
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、
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・
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学
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一
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五
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〜
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実
技
＝
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十
一
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）午
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一
時
〜
午
後
五
時
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、
受
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税
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会
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五
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ク
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接　
　
　

一
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一
六
、八
〇
〇
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会
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一
八
、八
〇
〇
円

　

炭
酸
ガ
ス
半
自
動
溶
接　

一
般　

一
九
、八
〇
〇
円

学
科
の
み
の
受
講
も
可（
三
、七
〇
〇
円
税
込
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ
溶
接
評
価
試
験

Ｊ
Ｉ
Ｓ
溶
接
評
価
試
験

受
験
準
備
講
習
会

１
日
▽
福
井
永
平
寺
涅
槃
会
攝
心（
〜
７
日
）

　
　
　

尾
鷲
ま
つ
り（
〜
５
日
）

３
日
▽
節
分

　
　
　

豆
ま
き

４
日
▽
立
春

５
日
▽
テ
ク
ニ
カ
ル
シ
ョ
ウ
ヨ
コ
ハ
マ2020

　
　
　
（
パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜 

〜
７
日
）

７
日
▽
北
方
領
土
の
日

８
日
▽
こ
と
始
め

　
　
　

針
供
養

９
日
▽
初
午

　
　
　

笠
間
稲
荷
初
午
祭

　
　
　

京
都
伏
見
稲
荷
初
午
祭

11
日
▽
建
国
記
念
の
日

13
日
▽
第
６
回 

町
工
場
見
本
市2020

　
　
　
（
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム 

〜
14
日
）

14
日
▽
聖
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー

15
日
▽
全
国
緑
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
　
　

横
手
か
ま
く
ら

16
日
▽
全
国
狩
猟
禁
止

　
　
　

日
蓮
聖
人
誕
生
会

17
日
▽
伊
勢
神
宮
祈
年
祭（
〜
23
日
）

　
　
　

ア
レ
ル
ギ
ー
週
間（
〜
23
日
）

19
日
▽
雨
水

　
　
　
江
戸
・Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
技
と
テ
ク
ノ
の

　
　
　
融
合
展2020

（
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
）

20
日
▽
水
戸
梅
ま
つ
り（
〜
３
月
31
日
）

22
日
▽
福
井
勝
山
左
義
長
祭

23
日
▽
天
皇
誕
生
日

　
　
　
京
都
醍
醐
寺
五
大
力
尊
仁
王
会

24
日
▽
振
替
休
日

　
　
　

大
田
原
大
田
山
地
蔵
尊
春
大
祭

25
日
▽
京
都
北
野
天
満
宮
梅
花
祭

27
日
▽
鹿
児
島
霧
島
神
宮
お
田
植
祭

※ 

行
事
・
祭
は
変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
事
前
に
関
係
諸
団
体

に
ご
確
認
下
さ
い
。

二
月

如き
さ

月ら
ぎ

種類 講　習　名 2020年2月・3月

技
　
能
　
講
　
習

玉 掛 け 技 能 講 習 栃木 2/4　3/3
甲信 2/13　3/12

床上操作式クレーン運転
栃木 3/24
埼玉 2/12
甲信 3/26

小型移動式クレーン運転 栃木 2/13
甲信 2/5

フ ォ ー ク リ フ ト 運 転 栃木 2/18　3/10
埼玉 3/3

ボ イ ラ ー 取 扱 東京 2/5

特
別
教
育

クレーン運転特別教育 栃木 2/25　3/17
甲信 2/20

フルハーネス型安全帯
使 用 作 業 の 特 別 教 育

福島 2/10　3/25
いわき 2/14

安全衛生
教育 移動式クレーン運転士 東京 3/8

★日付は講習開始日です。詳細については、各事務所にお問い合わせください。出張講習のご要望も受け付けております。下記の各事務所にご相談ください。URL http://www.bcsa.or.jp

ボイラ･クレーン
安 全 協 会 〒136−0071

江東区亀戸６−41−20
機缶健保会館２階

TEL　03−3684−5551
FAX　03−3685−2189 茨 城 事 務 所 〒300−0875 土浦市中荒川沖町２−６ツインビル３階

TEL　029−843−0740
FAX　029−841−1968

東 京 事 務 所 〒136−0071 江東区亀戸６−41−20機缶健保会館４階
TEL　03−3685−5222
FAX　03−3685−5746 栃 木 事 務 所 〒322−0016 鹿沼市流通センター46番地 TEL　0289−72−1717

FAX　0289−76−6090

千 葉 事 務 所 〒260−0013 千葉市中央区中央３−３−１フジモト第一生命ビル3階
TEL　043−222−2626
FAX　043−222−3434 甲 信 事 務 所 〒400−0212 山梨県南アルプス市下今諏訪610番９

TEL　055−287−9511
FAX　055−287−9512

埼 玉 事 務 所 〒330−0801 さいたま市大宮区土手町１−２JA共済埼玉ビル６階
TEL　048−643−1543
FAX　048−643−1524 福 島 事 務 所 〒963−0547 郡山市喜久田町卸３−39 TEL　024−963−1855

FAX　024−963−1866

神奈川事務所 〒221−0853 横浜市神奈川区鶴屋町3−35−1第2米林ビル7階
TEL　045−324−2860
FAX　045−316−8768 いわき事務所 〒971−8181 いわき市泉町本谷字作123 TEL　0246−58−9300

FAX　0246−58−9301
※厚生労働大臣登録検査関としてボイラー等・クレーン等、両方の性能検査を実施しています。上記の各事務所にご相談ください。

〈申  込  先〉
一般社団法人

東京都溶接協会
東京都江東区大島 3 ─ 1 ─ 11

産学協同センター内
TEL　03─3685─5448
FAX　03─3682─4902

「フルハーネス型安全帯
使用作業の特別教育」

─ 開催のご案内 ─
　平成31年２月１日以降は、墜落制止器具のう
ち、フルハーネス型のものを用いて行う作業は、
特別教育が必要になります。
　当協会でもフルハーネス型安全帯使用作業
に係る特別教育を実施しています。この機会に
受講のご検討をい
ただけますようご
案内申しあげます。
　受講に関するお
問い合わせは、下
記の開催事務所の
電話番号にお願い
いたします。


